
令和８年５月
川崎市高齢者向け優良賃貸住宅入居者募集案内

＊今月の空家（抽選）＊

川崎区　ビバース田島町　５１６号室

【申込専用ダイヤル　０４４－２３０－１７５９】

【入居資格要件】申込をされる方は、次の事項の全てに該当している必要があります。
　　　　　　　　　　　　　※申込資格に関する基準日は令和８年５月１４日です。

　　1　 申込時に、川崎市内に住民登録(国籍は問いません。)をしているか、又は川崎市内の勤務先に1年以上勤務してい

　　  る方

　　2　 自ら居住するための住宅を必要としている方(他人に貸したり、セカンドハウスとして利用することはできません。)

　　3　 申込時に申込者が満60歳以上で、次のいずれかに該当する方（世帯を不自然に分割して申し込むことはできませ

　　  　 ん。)

　　(１)単身の方

　　 (２)同居者がいる方

      　ア　配偶者　　内縁関係にある方、婚約者を含みます。年齢は問いません。　

            　※1　満60歳未満でも入居することができますが、申込者が退去した場合、同居者の方は満60歳に達するまで

　　　　　　  補助はつきません。

            　※2　内縁関係にある方の場合は、お互い戸籍上の配偶者がなく、住民票上の続柄が「妻(未届)」又は「夫(未届)」

　　　　　　  と記載のある方に限ります。

            　※3　婚約中の場合は、書類審査時までに婚姻を証する公的証明書(戸籍謄本等)の提出が必要となります。

      　イ　満60歳以上の親族

　　4　 申込者及び同居者が入居時に自立した生活ができる健康状態にある方(申込者又は同居者の支援により日常生活

　　  　を営むことができる方を含みます。)

　　   なお、常時介護を必要とされる方でも、在宅介護を受けながら日常生活を営むことができれば入居資格が認められる

　　 　場合があります。詳しくは、お問合せください。

　　5　 所得(月額)が487,000円以下で、毎月の家賃等を支払うことができる方

　　6　 連帯保証人及び身元引受人を選定できる方（連帯保証人と身元引受人を兼ねることもできます。)

   　　・　連帯保証人は、原則として川崎市内に在住する親族の方で、入居者に家賃等の滞納があった場合は入居者負担額を

　　　    支払っていただきます。

          　　なお、連帯保証人を立てられない場合は、公社指定の保証会社を利用することができます。この場合、保証会社に

　　　　 よる審査を別に行う必要があり、保証委託料が発生します。

   　　 ・　身元引受人は、原則として川崎市内に在住する親族の方で、入居者の身体状態に変化があった場合や入居者が自立

　　　　 した日常生活を営めなくなった場合に適切な対応が可能で、原則として契約終了時には入居者の身柄、家財等を引き

　　　　 取っていただきます。（詳しくは、お問合せください。)

　  7   住民税及び家賃(現在の賃貸住宅)の滞納がない方(資格審査時に滞納があった場合は、原則として入居をお断りす

　　　　ることになります。)

    8　 公社が定める了解事項を遵守し、円満な共同生活を営める方

　　9　 申込み、資格審査、入居時等に必要な書類を公社の指定する日までにすべて提出できる方

　 10　申込者及び同居者に住宅や土地所有者がいる場合は、事前にお問合せください。

部屋番号 住戸タイプ 専有面積 敷金 入居者負担額 共益費 基礎サービス費

５１６号室 42..15㎡1DK 160,200円

ア： 52,100円
イ： 60,100円
ウ： 68,100円　
エ： 76,100円
オ： 80,100円

7,000円 3,143円
（消費税込)

所得区分 所得月額 入居者負担率
ア 123,000円以下 家賃の65％
イ 123,001円～153,000円 家賃の75％
ウ 153,001円～178,000円 家賃の85％
エ 178,001円～200,000円 家賃の95％
オ 200,001円以上 家賃の100％

所得区分・入居者負担率表

ﾖｰｶﾄﾞｰ

入居者負担額　52,100円～80,100円（本来家賃80,100円） 

地図

外観

※図面と現地に相違があった時は現地を優先します。

※家賃補助の期間は2027年（令和9年)4月30日までです。

５１６号室１ＤＫ

ビバース田島町川崎市高齢者向け優良賃貸住宅

※入居者負担額は所得によって異なります。

・管理開始日/2007年（平成19年）5月１日

・住所/川崎市川崎区田島町２3－１       

・交通/ＪＲ「川崎」駅下車　バス８分「渡田小学校前」下車徒歩約1分

・全室バリアフリー対応　 ・浴室、トイレ等に手すり有り　・緊急通報システム設置

・公社高齢者住宅相談員による生活相談（関連機関等窓口の紹介、交流会によるコミュニティ

 づくりの支援）

・礼金、更新料、手数料不要

５１６号室　入居者募集！！（抽選） 家賃補助付き住宅

【受付期間】　令和８年５月８日（金）～５月１４日（木）

　　　　　　　※土・日も受け付けます。

　　●必ず、申込本人からお電話下さい。親族等、本人以外の方からのお電話は受付できません。　　　　　　

【受付時間】　午前 ８：３０～１１：３０　午後 １：００～ ５：００

【抽 選 日】　 令和８年５月１５日（金）　 午後 １：３０

【抽選会場】　川崎市川崎区砂子１－２－４　川崎砂子ビルディング６階

　　　　　　　川崎市住宅供給公社　会議室

　抽選会にて仮当選および補欠（申込者全員対象）を決めます。 ※抽選結果は郵送で通知します。

　　●入居時期については、申込資格に関する基準日より概ね２～2.5ヶ月後を予定しております。

　　　　　　　　　 

地図

ビバース久末

※家賃補助の期間は2036年（令和18年）4月30日までです。

　

入居者負担額　66,000円～101,500円（本来家賃101,５00円）
※入居者負担額は所得によって異なります。

・管理開始日/2016年（平成28年）5月１日　 

・住所/川崎市高津区久末1800-26                

・交通/ＪＲ南武線「武蔵中原」駅下車、バス10分「蟹ヶ谷」下車徒歩約3分

・全室バリアフリー対応　 ・浴室、トイレ等に手すり有り　・緊急通報システム設置

・公社高齢者住宅相談員による生活相談（関連機関等窓口の紹介、交流会によるコミュニティ

 づくりの支援）

・礼金、更新料、手数料不要

2ＤＫ

川崎市高齢者向け優良賃貸住宅

所得区分 所得月額 入居者負担率

ア 104,000円以下 家賃の65％
イ 104,001円～123,000円 家賃の75％
ウ 123,001円～139,000円 家賃の85％
エ 139,001円～158,000円 家賃の95％
オ 158,001円～487,000円 家賃の100％

所得区分・入居者負担率表

N

２０２号室　入居者募集！！（随時） 家賃補助付き住宅

外観

部屋番号 住戸タイプ 専有面積 敷金 　入居者負担額 共益費 基礎サービス費

202号室 45.99㎡2DK 304,500円

ア：  66,000円
イ：  76,200円
ウ：  86,300円
エ：  96,500円
オ：101,500円

5,000円 3,443円
（消費税込）

202号室

※図面と現地に相違があった時は現地を優先します。

令和８年５月
川崎市高齢者向け優良賃貸住宅
先着順（随時）入居者募集案内

高津区　ビバース久末　２０２号室

【入居資格要件】申込をされる方は、次の事項の全てに該当している必要があります。
　　　　　　　　　　　　　※申込資格に関する基準日は申込日です。

　　1　 申込時に、川崎市内に住民登録(国籍は問いません。)をしているか、又は川崎市内の勤務先に1年以上勤務してい

　　  る方

　　2　 自ら居住するための住宅を必要としている方(他人に貸したり、セカンドハウスとして利用することはできません。)

　　3　 申込時に申込者が満60歳以上で、次のいずれかに該当する方（世帯を不自然に分割して申し込むことはできませ

　　  　 ん。)

　　(１)単身の方

　　 (２)同居者がいる方

      　ア　配偶者

            　内縁関係にある方、婚約者を含みます。年齢は問いません。

            　※1　満60歳未満でも入居することができますが、申込者が退去した場合、同居者の方は満60歳に達するまで

　　　　　　  補助はつきません。

            　※2　内縁関係にある方の場合は、お互い戸籍上の配偶者がなく、住民票上の続柄が「妻(未届)」又は「夫(未届)」

　　　　　　  と記載のある方に限ります。

            　※3　婚約中の場合は、書類審査時までに婚姻を証する公的証明書(戸籍謄本等)の提出が必要となります。

      　イ　満60歳以上の親族

　　4　 申込者及び同居者が入居時に自立した生活ができる健康状態にある方(申込者又は同居者の支援により日常生活

　　  　を営むことができる方を含みます。)

　　   なお、常時介護を必要とされる方でも、在宅介護を受けながら日常生活を営むことができれば入居資格が認められる

　　 　場合があります。詳しくは、お問合せください。

　　5　 所得(月額)が487,000円以下で、毎月の家賃等を支払うことができる方

　　6　 連帯保証人及び身元引受人を選定できる方（連帯保証人と身元引受人を兼ねることもできます。)

   　　・　連帯保証人は、原則として川崎市内に在住する親族の方で、入居者に家賃等の滞納があった場合は入居者負担額を

　　　    支払っていただきます。

          　　なお、連帯保証人を立てられない場合は、公社指定の保証会社を利用することができます。この場合、保証会社に

　　　　 よる審査を別に行う必要があり、保証委託料が発生します。

   　　 ・　身元引受人は、原則として川崎市内に在住する親族の方で、入居者の身体状態に変化があった場合や入居者が自立

　　　　 した日常生活を営めなくなった場合に適切な対応が可能で、原則として契約終了時には入居者の身柄、家財等を引き

　　　　 取っていただきます。（詳しくは、お問合せください。)

　  7   住民税及び家賃(現在の賃貸住宅)の滞納がない方(資格審査時に滞納があった場合は、原則として入居をお断りす

　　　　ることになります。)

    8　 公社が定める了解事項を遵守し、円満な共同生活を営める方

　　9　 申込み、資格審査、入居時等に必要な書類を公社の指定する日までにすべて提出できる方

　 10　申込者及び同居者に住宅や土地所有者がいる場合は、事前にお問合せください。

　【申込専用ダイヤル　０４４-２３０-１７５９】

●必ず、申込本人からお電話下さい。親族等、本人以外の方からのお電話は受付できません。

●受付は先着順です。また、受付後に申込資格がなかった場合は失格となります。あらかじめご了承下さい。

【受付時間】午前８：３０～１１：３０　午後１：００～５：００ 
　　　　　　　※土日も受け付けます。ただし令和８年５月２日（土）および祝日は、休業のため受付不可。

【受付窓口】川崎市川崎区砂子1-2-4　川崎砂子ビルディング2階       


